
3 令和２年５月

委員会の
審査から

議
案
審
査

　

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関

す
る
条
例
及
び
議
会
の
議
員

そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公

務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
＝
可
決

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

の
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

開
始
に
伴
い
、
服
務
の
宣
誓

お
よ
び
公
務
災
害
補
償
の
取

り
扱
い
を
規
定
す
る
も
の
。

　

城
陽
市
印
鑑
条
例
の
一
部

改
正
＝
可
決

　

関
係
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

登
録
資
格
要
件
の
改
正
を
行

う
も
の
。

　

こ
れ
ま
で
成
年
被
後
見
人

は
登
録
資
格
が
な
い
者
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後

は
窓
口
で
職
員
が
意
思
能
力

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
登

録
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

城
陽
市
消
防
本
部
及
び
消

お
よ
び
介
護
納
付
金
賦
課
限

度
額
を
引
き
上
げ
る
も
の
。

保
険
料
の
改
定
は
な
く
、
賦

課
総
額
の
範
囲
内
で
上
位
所

得
層
の
負
担
を
増
や
し
、
中

間
所
得
層
の
負
担
軽
減
を
図

る
の
が
目
的
。
令
和
２
年
４

月
１
日
施
行
。

　

市
は
「
限
度
額
引
き
上
げ

に
伴
う
影
響
世
帯
数
は
２
年

１
月
末
時
点
で
計
１
５
１
世

帯
。
平
成
31
年
度
の
試
算

ベ
ー
ス
で
約
３
２
０
万
円
の

増
収
と
な
り
、
中
間
所
得
層

は
１
世
帯
当
た
り
医
療
分
で

年
約
４
１
０
円
、
介
護
分
で

約
４
２
０
円
の
減
額
に
な
る

予
定
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　

委
員
は
①
保
険
料
を
引
き

下
げ
る
手
立
て
②
子
ど
も
へ

の
均
等
割
の
見
直
し
―
を
問

い
、
市
は
①
医
療
費
の
抑
制

や
保
険
料
以
外
の
財
源
確
保

が
必
要
と
な
る
が
、
制
度
の

中
で
可
能
な
対
応
は
し
て
い

る
②
全
国
市
長
会
等
を
通
じ

国
に
要
望
し
て
お
り
、
今
後

の
動
き
を
注
視
し
た
い
―
と

答
え
ま
し
た
。

　

討
論
に
お
い
て
反
対
の
立

場
の
委
員
は
「
さ
ら
に
加
入

者
の
負
担
が
大
き
く
な
る
」

と
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。

（
福
祉
常
任
委
員
会
）

　

宇
治
都
市
計
画
事
業
久
世

荒
内
・
寺
田
塚
本
地
区
土
地

区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の

廃
止
＝
可
決

　

本
施
行
規
程
に
定
め
る
清

算
金
の
徴
収
お
よ
び
交
付
手

続
を
終
え
た
こ
と
に
伴
い
、

当
該
事
業
に
係
る
手
続
き
が

す
べ
て
完
了
し
た
た
め
本
施

行
規
程
を
廃
止
す
る
も
の
。

（
建
設
常
任
委
員
会
）

　

城
陽
市
文
化
パ
ル
ク
城
陽

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
＝
可
決

　

文
化
パ
ル
ク
城
陽
の
利
便

性
向
上
と
利
用
促
進
を
図
る

た
め
、
施
設
の
用
途
変
更
と

使
用
料
改
定
を
行
う
も
の
。

　

近
年
稼
働
率
の
低
迷
が
続

く
こ
と
か
ら
、
議
会
を
初
め

城
陽
未
来
ま
ち
づ
く
り
会
議
、

商
工
会
議
所
青
年
部
の
意
見

を
も
と
に
指
定
管
理
者
の
余

暇
活
動
セ
ン
タ
ー
と
協
議
を

重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
今
般

同
セ
ン
タ
ー
か
ら
改
革
方
針

の
提
出
を
受
け
、
活
性
化
の

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら

文
化
ホ
ー
ル
基
本
使
用
料
に

つ
い
て
、
新
た
に
時
間
貸
し

の
施
設
を
区
分
し
１
時
間
当

た
り
の
使
用
料
を
規
定
。
ま

防
署
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
＝
可
決

　

消
防
本
部
庁
舎
が
移
転
し

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
本

運
用
を
開
始
す
る
た
め
、
条

例
内
の
消
防
本
部
と
消
防
署

の
位
置
を
改
め
る
も
の
。

　

城
陽
市
選
挙
長
等
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
制
定
＝
可
決

　

関
係
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

選
挙
長
等
に
支
給
す
る
報
酬

引
き
上
げ
等
の
改
定
を
行
う

も
の
。

　

期
日
前
投
票
所
の
投
票
立

会
人
お
よ
び
開
票
・
選
挙
立

会
人
の
報
酬
が
１
人
１
日
当

た
り
１
０
０
円
、
そ
の
他
は

同
２
０
０
円
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
投
票
立
会
人
選
任
の

要
件
緩
和
に
つ
い
て
、
市
は

「
こ
れ
ま
で
各
投
票
区
の
有

権
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い

る
者
か
ら
選
任
さ
れ
た
が
、

改
正
後
は
有
権
者
名
簿
に
記

載
さ
れ
て
い
る
者
と
な
っ

た
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

（
以
上
、
総
務
常
任
委
員
会
）

　

城
陽
市
国
民
健
康
保
険
条

例
等
の
一
部
改
正
＝
可
決

　

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
険

料
に
係
る
基
礎
賦
課
限
度
額

た
２
年
７
月
１
日
か
ら
駐
車

場
使
用
料
に
つ
い
て
、
現
行

２
時
間
の
無
料
時
間
を
１
時

間
ま
で
に
短
縮
、
24
時
間
最

大
料
金
の
規
定
も
設
け
ま
す
。

　

委
員
は
、
利
用
料
改
正
に

よ
る
影
響
額
を
問
い
ま
し
た

が
、
市
は
「
約
１
千
万
円
の

増
収
を
見
込
む
。
得
ら
れ
た

財
源
は
文
化
パ
ル
ク
城
陽
の

活
性
化
に
活
用
し
た
い
」
と

答
え
ま
し
た
。

　

ま
た
他
の
委
員
が
駐
車
料

金
見
直
し
の
理
由
を
尋
ね
た

の
に
対
し
、
市
は
「
出
し
入

れ
を
繰
り
返
し
無
料
で
駐
車

す
る
人
を
減
ら
す
た
め
。
ま

た
駐
車
場
利
用
者
に
受
益
者

負
担
と
し
て
公
平
に
負
担
い

た
だ
く
の
が
目
的
」
と
説
明
。

　

討
論
に
お
い
て
反
対
の
立

場
の
委
員
は
「
駐
車
料
金
見

直
し
で
施
設
利
用
率
低
下
が

さ
ら
に
加
速
す
る
」
と
述
べ

ま
し
た
が
、
他
の
委
員
は

「
時
間
貸
し
は
利
用
側
に
も

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」
と
賛
成

し
ま
し
た
。

（
文
教
常
任
委
員
会
）


